
 １

「指定短期入所生活介護事業所 特別養護老人ホーム木崎野荘」 重要事項説明書 

＜令和7 年１１月１日現在＞ 

********************************************** 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（青森県指定 第０２７２５００５３９号） 

********************************************** 

 当事業所は、ご利用者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサ

ービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。 

※ 当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象となります。 要介護 

  認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

１．事業者 

 （１）法人名      社会福祉法人 誠 友 会 

 （２）法人所在地   青森県上北郡おいらせ町向山東二丁目２の１２６３ 

 （３）電話番号     ０１７８（５６）４１３１ 

 （４）代表者氏名   理事長 苫米地 義之 

 （５）設立年月日   昭和５８年９月１６日 

２．事業所の概要 

 （１）事業所の種類   指定短期入所生活介護事業所   青森県 第０２７２５００５３９号 

 （２）事業所の目的 

    要介護状態等となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話

及び機能訓練を行うことにより、利用者の意思及び人格を尊重し心身の機能の維持並びに利用者の家族

の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。 

 （３）事業所の名称     特別養護老人ホーム木崎野荘 

 （４）事業所の所在地   青森県上北郡おいらせ町向山東二丁目２の１２６３ 

 （５）電話番号        ０１７８（５６）４１３１ 

 （６）管理者（事業所長）氏名  田中 宏幸 

 （７）当事業所の運営方針 

   ア．サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従

業者の勤務の体制その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書

を交付して説明を行い、サービスの内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得る。 

   イ．利用者の心身の状況により、もしくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の

家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに

支障がある者を対象に、指定短期入所生活介護を提供する。 

   ウ．居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、

指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又

は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努める。 

エ.利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を

実施する等の措置を講じるものとする。 

オ.施設は、指定短期入所生活介護サービスを提供するに当たっては、介護保険法第 118 条の 2 第Ⅰ項

に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し適切かつ有効に行うよう努めるものとす

る。 

カ．特別養護老人ホーム木崎野荘の空床を利用する事業所であるため、本体施設である特別養護老人ホ
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ーム木崎野荘と一体的に運営を行う。 

 （８）開設年月日   昭和５９年４月１日        

 （９）利用定員    １４名 

 （10）居室等の概要 

     当事業所では、以下の居室・設備をご用意しています。原則として、１人部屋となります。２人部屋、４人

部屋は、長期入所利用者の入院等で空きがある場合に利用することができます。但し、ご利用者の心身

の状況や居室の空き状況により、ご希望に沿えない場合もあります。 

居室・設備の種類 室 数 居室・設備の種類 室 数 

居 

室 

１人部屋 １４室 食   堂 ２室 

※２人部屋 ８室 機能訓練室 ２室 

※４人部屋 １２室 静 養 室 ２室 

浴 

室 

一般浴室 １室 医 務 室 ２室 

特別浴室 ２室 予 備 室 ２室 

   ※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定短期入所生活介護事業所に必置が義務づけられている

施設・設備です。 

   ☆居室の変更：ご契約者又はご利用者から居室の変更希望の申し出あった場合は、居室の空き状況によ

り当事業所でその可否を決定します。又、ご利用者の心身の状況により居室を変更する場合がありま

す。 

   ☆居室に関する特記事項 

    ・南棟（４人部屋、２人部屋、１人部屋） 

①全室に洗面所（傾斜鏡、混合栓、レバー式蛇口）と手すり付洋式トイレ設置。 

②４人部屋、２人部屋は、ベッドまわりにカーテン設置。  

③１人部屋のみエアコン設置、テレビ端子設置。 

④１人１台、床頭台使用可能。 

・北棟（２人部屋、１人部屋） 

①居室外に共同の洗面所（傾斜鏡、自動水栓、電気温水器）と手すり付洋式トイレ設置。 

   ②２人部屋は、共用の出入口、中間を壁で間仕切り。 

③全室にエアコン設置、テレビ端子設置。 

④１人１台、小型のタンス使用可能。      

（11）ご利用に当たって別途利用料金をご負担いただく居住費、施設・設備 

居室 （４人部屋、２人部屋、１人部屋） 

     ※上記は、介護保険の基準サービスとならないため、ご利用の際は、ご契約者に別途利用料金をご負

担いただきます。介護負担限度額の認定を受けている方は、記載されている居住費の額とします。 

３．職員の配置状況 

  当事業所では、ご利用者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職

員を配置しています。 

   ＜主な職員の配置状況＞ 

管理者          １名（併設事業所と兼務） 

   生活相談員       １名以上（併設事業所と兼務） 

   介護支援専門員    １名以上（併設事業所と兼務） 

   介護職員       ２６名以上（併設事業所と兼務） 

   医師           １名以上（嘱託・併設事業所と兼務） 

   看護職員        ２名以上（併設事業所と兼務） 

   栄養士または管理栄養士 １名以上（併設事業所と兼務） 

   機能訓練指導員    １名以上（併設事業所と兼務） 
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   事務員、調理員          必要数 

 

   ＜主な職種の勤務体制＞ 

職    種 勤  務  体  制 

 １．医   師 毎週月曜日  １３：００～１５：００ 

 ２．介護職員    早勤  ７：３０～１６：３０    ２～３名 

   日勤  ９：００～１８：００    ２～４名 

   遅勤 １０：００～１９：００    ２～３名 

   夜勤 １７：１５～ ９：１５    ４名 

 ３．看護職員    早勤  ８：００～１７：００    １～２名 

   日勤  ９：００～１８：００    １～２名    

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

  当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

  当事業所が提供するサービスには、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 （介護保険の基準サービス） 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 （介護保険の基準外のサービス） 

  があります。 

 （１）介護保険の基準サービス（契約書第４条参照） 

   以下のサービスについては、居住費、食費を除き、各利用者の給付割合に応じた額が介護保険から給付さ

れます。※介護負担限度額の認定を受けている方は、記載されている居住費・食費の額とします。   

＜サービスの概要＞ 

  ①食事～当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状況及び嗜好を

考慮した食事を提供します。ご利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただく

ことを原則としています。 

         （食事時間）   朝食  ７：３０～   昼食  １１：３０～   夕食  １７：0０～ 

  ②入浴～入浴又は清拭を週２回行います（但し、利用日によっては、入浴できない場合があります）。寝たき

りのご利用者でも特殊浴槽で入浴することができます。 

  ③排泄～排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

  ④健康管理～医師や看護職員が、健康管理を行います。 

  ⑤レクリエーション、クラブ活動～ご契約者又はご利用者の希望により、レクリエーションやクラブ活動に

参加していただくことができます。書道、茶道、カラオケ、ゲームなど 

  ⑥送迎（通常の送迎の対象地域の場合） 

   ・ご利用者の心身の状態やご家族の事情等により、ご自宅と当事業所との間の送迎を希望される場合に

実施します。なお、通常の送迎の対象地域（介護保険の給付の対象となる地域）は、おいらせ町、六戸町、

三沢市、八戸市内区域となっています。 

   ・上記以外の地域（介護保険の給付の対象とならない地域）でも、ご契約者が希望される場合には送迎を

実施します。この場合、送迎に要した費用をご負担いただきます。 

   ・送迎のご希望時間が、他のご利用者の希望時間と重複する場合は、当事業所で調整させていただきま

す。 

  ⑦その他自立への支援 

   ・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

   ・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

   ・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 
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 ＜サービス利用料金（１日あたり）＞（契約書第６条参照） 

   別紙の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金と居室、食事に係る自己負担額

の合計金額をお支払い下さい。 

   ※サービス利用料金は、ご利用者の要介護度やご利用の居室等に応じて異なります。 

  ☆ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、上記サービス利用料金の全額をいったんお支払

いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻しされます（償

還払い）。又、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、

ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

  ☆ご契約者の希望により、通常の送迎の対象地域において送迎を実施した場合は、上記の料金表に自己負

担額として、片道につき１８４円が加算されます。又、対象地域以外において送迎を実施した場合は、別途

料金をいただきます。（下記（２）③参照） 

  ☆看護体制加算(Ⅱ)を算定した上で、看護職員の定期巡回により急変の予測や早期発見に努め、急変時の

医療方針について合意を得た上で、主治医と連絡が取れない場合に備えての協力医療機関との取り決め

を行い、次の状態のご利用者に介護を提供した場合、１日５８円が加算されます。 

イ.喀痰吸引 ロ.人工呼吸器 ハ.中心静脈栄養 二.人工腎臓 ホ.常時のモニター へ.人工膀胱または人工

肛門 ト.経鼻栄養または胃瘻等の経管栄養 チ.褥瘡治療 リ.気管切開 

☆常勤の機能訓練指導員を配置している場合、１日１２円が加算されます。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。 

 （２）介護保険の基準外のサービス（契約書第４条、第５条、第６条、第９条参照） 

   以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

  ＜サービスの概要と利用料金＞ 

  ①特別な食事（行事食等） 

    ご契約者又はご利用者のご希望に基づいて特別な食事（行事食等）を提供します。 

    ○利用料金：要した費用の実費 

  ②ご契約者又ご利用者が個人の嗜好、ご希望に基づいて選定するおやつの費用…1 日250 円 

③理美容（理美容サービス）                                                                      

    ２か月に１回、美容師の出張による理美容サービス（調髪、顔剃）をご利用いただけます。但し、ご利用期

間中に美容師の出張日が重なった場合に限ります。 

    ○利用料金：１回あたり 

     ・男性・・・・調髪と顔剃・・・２，０００円、調髪のみ・・・１，５００円 （寝たきり等のご利用者は５００円増し） 

            顔剃のみ・・・１，０００円 

     ・女性・・・・調髪と顔剃・・・１，５００円、調髪のみ・・・１，０００円 （寝たきり等のご利用者は５００円増し） 

            顔剃のみ・・・５００円 

     なお、料金は変更となる場合があります。 

  ④送迎（通常の送迎の対象地域以外の場合） 

    通常の送迎の対象地域以外（介護保険の給付の対象とならない地域）において、ご契約者からの希望に

より送迎を実施した場合は、通常の送迎の対象地域の境界線からご自宅までの距離に応じた費用をご負

担いただきます。なお、送迎のご希望時間が、他のご利用者のご希望時間と重複する場合は、当事業所で

調整させていただきます。 

    ○利用料金：片道あたり実費 

  ⑤複写物の交付（コピーサービス） 

    ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物（コピー）を必要とする

場合には実費をご負担いただきます。 

    ○１枚（片面複写のみ）につき１０円 

  ⑥持ち込み電気製品の電気代 

ご利用者の申し出により、個人専用で使用する目的で電気製品を持ち込み利用される場合の電気代(コ
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ンセント使用料)として電気製品１品につき１日当たり 100 円をご負担いただきます。 

   ⑦テレビ貸し出し料 

  ご利用者の申し出により、居室内テレビの貸し出しを利用される場合は、１日50円をご負担いただきま

す。なお、台数に限りがありますので、希望する方はお早めに申し出て下さい。 

⑧日常生活上必要となる諸費用実費 

    日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担いただくことが適当で

あるものに係る費用の実費をご負担いただきます。 

    ○衣類、タオル類、洗面用具、上履き、医療費（一部負担金等）、市販薬等 

    ○ご利用者の嗜好等に係る菓子類、飲料水等 

    ○ご契約者又はご利用者の希望により当事業所が提供する日用品及び教養娯楽に係る費用 

    ○インフルエンザ等の簡易検査キットやガーゼ、チューブなどの衛生材料費 

○請求書等送付の際に必要となる切手代等 

  ＊おむつ代、衣類の洗濯代は、介護保険の給付の対象となっていますので、ご負担の必要はありません。 

  ☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。 

   その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う３０日前までにご説明します。 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第６条参照） 

    前記（１）、（２）の料金・費用は、サービス利用終了後にご請求します。お支払いは、サービス提供月の翌月

の２０日（休日の場合は、その翌営業日）に下記の指定口座に自動振替となります。なお、振替日までに自

動振替払いの手続きが間に合わない場合には、下記の指定口座にお振込をいただくか、現金でお支払下

さい。なお、当事業所の請求事務は、月単位となっておりますので、月をまたがるご利用の場合は、それ

ぞれの月ごとに分けてのご請求となります。 

  指定口座 

      青森銀行 松園町支店 普通 １１４３４００   社会福祉法人誠友会  理事長 苫米地義之 

 （４）利用中の医療の提供について 

    医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において、診療や治療を受けるこ

とができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・治療を保証するものではありません。又、下記医

療機関での診療・治療を義務づけるものでもありません。） 

  ①嘱託医                                  ②協力医療機関 

名  称 沼田医院  名  称 おいらせ病院 

所在地 六戸町大字犬落瀬字後田１７－１ 所在地 おいらせ町上明堂1-1 

③協力歯科医療機関 

名  称 昆歯科医院 

所在地 おいらせ町上明堂８２ 

※介護職員による痰の吸引、胃ろうによる経管栄養の実施について  

当事業所は、登録特定行為事業者として、青森県の登録を受けております。 

介護福祉士及び一定の研修や実地研修を終了した介護職員が、医師、看護職員との連携等の下に利用

者、家族の同意を得たうえ、痰の吸引、胃ろうによる経管栄養を実施します。  

（５）利用の中止、変更、追加（契約書第７条、第８条参照） 

  ○利用予定期間の前に、ご契約者のご都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更、も

しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、サービスの実施日前日までに

当事業所にお申し出下さい。 

  ○利用開始予定日の前日午後５時までに申し出がなく、それ以降に利用の中止の申し出をされた場合、取

消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、ご利用者の体調不良等正当な事由が

ある場合は、この限りではありません。 

 利用予定日の前日までに申し出があった場合 無        料 

 利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の１０％ （自己負担相当額） 
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  ○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、当事業所の稼働状況により、ご契約者の希望する期間に

サービスの提供ができない場合、他の利用可能日時をご契約者に提示して協議します。 

  ○ご利用者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その場合、既に実施

されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 

○ご利用者やご家族などが当事業所や当事業所のサービス従事者に対してご利用を継続し難いほどの背

信行為を行った場合は、電話や面談による口頭説明または文書で通知することにより、即座にご利用を

終了させていただく場合がございます。 

 （６）個人情報の活用（契約書第１１条参照） 

    ご利用者に係る他の関連機関（医師、行政、居宅介護支援事業者等）との連携を図るなど、正当な理由が

ある場合には、ご利用者又はご契約者等の個人情報を他の関連機関に提供する場合があります。 

５．苦情の受付について（契約書第１５条参照） 

 （１）当事業所における苦情の受付 

   当事業所における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けています。 

     ○苦情受付窓口（担当者）  生活相談員  和田由香 

                        介護主任    山﨑瑠里子  北向 愛 

     ○受付時間  毎週月曜日～金曜日 ８：３０～１７：３０（祝日を除きます。） 

     ○苦情処理責任者  管理者（事業所長）  田中 宏幸 

   又、苦情受付・相談用のボックスを事業所内ホールに設置しています。 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

名    称    等 所    在    地 電 話 番 号 

 おいらせ町役場 介護福祉課  おいらせ町中下田１３５－２ ０１７８（５６）４７０５ 

 六戸町役場 保健福祉課  六戸町大字犬落瀬字前谷地６０ ０１７６（５５）３１１１ 

 三沢市役所 介護福祉課  三沢市桜町一丁目１－３８ ０１７６（５３）５１１１ 

 八戸市役所 介護保険課  八戸市内丸一丁目１－１ ０１７８（４３）２１１１ 

 青森県国民健康保険団体連合会  青森市新町二丁目４－１ ０１７（７２３）１３０１ 

 青森県運営適正化委員会  青森市中央三丁目２０－３０ ０１７（７３１）３０３９ 

 （３）苦情処理の流れ 

       ご利用者・ご家族 

                                事業所職員 

     行政等苦情受付機関等 

 

 

                                                    事業所としての 

                              苦情受付担当者 

                                                   対応策を検討・決定 

 

 

 

                              苦情解決責任者            ご利用者・ご家族 

 

                                                  行政等苦情受付機関等 
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６．緊急時の対応について 

  当事業所でのサービス提供時に、ご利用者に容態の急変等が生じた場合は、速やかに主治医又は当事業所

の協力医療機関、救急隊、ご契約者等に連絡する等の必要な措置を講じます。 

 

７．事故発生時の対応について 

  当事業所でのサービス提供時に、事故が発生した場合は、速やかに主治医又は当事業所の協力医療機関、

救急隊、ご契約者等に連絡する等の必要な措置を講じます。 

  又、ご利用者に対して当事業所の介護サービスにより賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠

償いたします。但し、ご利用者又はご契約者に過失が認められる場合は、ご利用者の置かれた心身の状況

を斟酌して相当と認められる場合に限り、損害賠償責任を減じることができます。 

  万が一、事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合には、その分析を通じた改善

策を従業者に周知徹底するなど、事故発生防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行いま

す。 

 

８．虐待の防止について 

当事業所では、ご利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げるとおり

必要な措置を講じます。 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）

を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

（２）虐待防止のための指針整備 

（３）従業者に対し虐待を防止するための研修を定期的に実施します。 

 

９．身体拘束防止について  

当事業所では、利用者または他の利用者等の生命・身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、

身体拘束、その他の行動制限は行いません。緊急やむを得ない場合とは、次の三つの要件を全て満たしてい

ると判断された場合に限ります。  

①切迫性……利用者本人、または他の利用者の生命、または身体が危険にさらされる可能性が高いこと。  

②非代替性…身体拘束、その他の行動制限を行う以外に、代替する方法がないこと。  

③一時性……身体拘束、その他の行動制限が、一時的なものであること。  

緊急やむを得ない場合に該当するか否かの判断は、施設長以下、関係する職種が集まり検討した上で判断

します。 その後、利用者本人やご家族に対して、身体拘束の内容・理由・拘束の時間や期限等を明記した文書

をもって、説明と同意を頂きます。また、身体拘束を行っている期間中でも定期的に見直しを行い、それを記

録として残します。 

 

１０．非常災害対策について 

  当事業所では、消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、又、防火管理者を設置して、

非常災害対策を行います。 

    ○防火管理者  介護職員副主任  倉内 翔太 

 （１）非常災害用設備として、自動火災報知器、非常警報装置、非常通報装置、消火器、屋内消火栓を設置して

います。 

 （２）始業時、就寝時には、火災危険防止のため、自主点検を行います。 
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 （３）火災の発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任

務の遂行にあたります。 

 （４）防火管理者は、職員に対して防火教育、消防訓練を実施します。 

   ①防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）・・・・・・・・・・・・・・年１回以上 

   ②ご利用者を含めた総合訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年１回以上 

   ③非常災害用設備の使用方法の徹底・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・随時 

(５)訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めます。 

 

１１．衛生管理等について 

 (１)当施設では、ご利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努

め、又は衛生上必要な措置を講じます。 

(２)当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう次に掲げる措置を講じるものと

します。 

   ①施設における感染症の予防及びまん延の防止対策委員会・・・・・・・おおむね３月に１回以上 

   ②施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針整備 

   ③職員に対して、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１２．業務継続計画の策定等について                                       

(1) 感染症や非常災害の発生時において、ご利用者に対する指定介護福祉施設サービスの提供を継続的   

に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当

該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しま

す。 

(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


